
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和４年１１月１５日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 加藤和男

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

空き家等対策について

⑴ 市内の空き家等の現状はどのようか。

⑵ 市の空き家等対策はどのようか。

⑶ 空き家等対策計画の策定及び協議会の設置については

どのように考えるか。

２

公共施設の整備及び維持管理について

⑴ 市道や建物の維持管理の現状はどのようか。

⑵ 建物や道路の整備、修繕計画の策定は誰がどのように

行うのか。

⑶ 全庁的に公共施設管理を監修する庁内監修者（インハ

ウス・スーパーバイザー）を設置しないか。

３

特殊詐欺「オレオレ詐欺」について

⑴ 市内の被害状況はどのようか。

⑵ 被害の内容はどのようか。

⑶ 対策や啓発はどのようか。


